
平成 28 年 12 月 22 日 

 

おはようございます。連絡係の稲垣です。今月、衆議院を通過したカジノ法

案。私個人としては、マカオ、豪州、カナダ、韓国と学生時代に世界を転戦し

た経験があり、賛成ではあります。ただ、確かにこの法案の元カジノ目的でわ

ざわざ世界から日本へ来るか、 

依存症に至る人を社会福祉の税金で更生させる循環は確かに疑問、いったん巻

き上げておきながら...。 

さて、地域の情報をいただきました。ご確認のほどお願いします。 

よろしくご査収ください。 

 

各務原市介護保険サービス事業者協議会 

会長 稲垣 様 

 

 

お世話になります。各務原市役所高齢福祉課 野瀬です。 

標記の件、別添にて案内いたしますのでお手数ですが、各部会にもご連絡いた

だきますようお願いいたします。 

 

＊参加にはお申し込みが必要（平成２９年２月１０日〆）です。ＦＡＸが難し

い方は案内に記載のメールアドレスに必要事項をご記入の上、申し込みいただ

くことも可能ですが、重複登録を避けるため、お申し込みはＦＡＸかメールか

のどちらか一方でのみお申し込みくださいますようご周知お願いします。 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

〒504-8555 

岐阜県各務原市那加桜町１丁目６９番地 

 

各務原市役所 健康福祉部 

高齢福祉課 地域支援係  

野瀬 知子 

TEL：058-383-2124（直通） 

E-Mail：nose-tomoko@city.kakamigahara.lg.jp 
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